
別記様式（第２条関係）  

会 議 結 果 報 告 書 

   令和３年４月２０日 

会議の名称 庁議 

開 催 日 時 令和３年４月２０日（火） ９時４０分～ ９時５０分 

開 催 場 所 庁議室 

出席者職氏名 

市長 香川武文 副市長 櫻井正彦 教育長 柚木 博 

総合行政部長 尾﨑誠一  総務部長 川幡浩之 

市民生活部長 村山 修  福祉部長 村上孝浩 

子ども・健康部長 大熊克之  都市整備部長 中森福夫  

市長公室長 松永 仁  上下水道部長 渋谷 聡   

会計管理者 豊島俊二  議会事務局長 大河内充 

教育政策部長 北村竜一 

                     （計１４人） 

欠席者職氏名  

説明員職氏名 

【報告】 

１ 総合行政部長 尾﨑誠一 

２ 総務部長 川幡 浩之 

議 題 

【報告】 

１ 夏季期間の勤務時間中の服装等について（総合行政部） 

２ 令和３年度志木市一般会計補正予算の専決処分について 

 （総務部） 

結 果 

【報告】 

１ 了解 

２ 了解 

事務局職員職氏名 秘書政策課長 外立健一 

その他必要事項 特になし 



会 議 内 容 の 記 録 （ 経 過 、 結 果 等 ） 

開会 

 総合行政部長が開会を告げる。 

【報告】 

１ 夏季期間の勤務時間中の服装等について（総合行政部） 

 ○概要説明：総合行政部長 

  暑さによる事務能率低下の防止や、地球温暖化防止対策及び省エネルギーの

観点から、令和３年５月１日から１０月３１日までの期間は軽装とし、上着と

ネクタイの着用を不要とする。ただし、全ての職員に強制するものではない。 

 ○質疑応答等 

・副市長：徽章を名札につけないように再度周知すること。 

 

２ 令和３年度志木市一般会計補正予算の専決処分について（総務部） 

 ○概要説明：総務部長 

  令和３年度志木市一般会計補正予算（第２号）について、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、令和３年４月１５日付けで専決処分をしたので、報

告をするものである。 

 

 【内容】 

              （単位：千円） 

会計区分       補正前予算額   補正額   補正後予算額 

一般会計（第２号）    31,148,754    38,172 → 31,186,926  

 

※低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世

帯分）事業」にかかる経費を補正するものである。今回の補正の財源は、10／

10の国庫補助事業であるため、財政調整基金の年度末残高見込みに増減はなく、

６億５，７６９万１千円である。 

 

【内容】 

 （１）対象者 

   ①児童扶養手当受給者（児童数５１５人） 

   ②公的年金給付等受給者（児童数５０人） 

   ③家計急変者（児童数１５０人） 



 （２）給付額 

   児童一人あたり ５万円 

 （３）支給日 

①   ４月２８日（水） 

②、③ ５月中旬申請受付開始 

○質疑応答等 

特になし 

 

【その他】 

・新生児子育て応援金申請・給付状況について（子ども・健康部） 

   令和３年３月３１日現在、新生児子育て応援金の申請を受理した４９９件

について、給付を完了した。なお、４月２８日以降に誕生した新生児で２５

件の未申請がある。再度説明書と申請書を送付する。 

・高齢者等 PCR 検査の実施について（子ども・健康部） 

高齢者等 PCR検査の実施は、令和３年３月３１日現在７６件である。 

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容

易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


